
令和6年8～9月 令和6年10月～

訪問看護療養費等支払額通知書 ハガキ データ

返戻レセプト データ※ データ

諸帳票 データ・紙 データ

※資格過誤、再審査による返戻レセプトは、紙による送付を継続します。

帳票名等
通知方法

                                      令和 6年 8月 

 

 

令和 6年 8月（7月請求分）からオンライン請求システムへ返戻レセプトおよ

び各種帳票を配信します。８～９月の２か月間は各種帳票については紙面での提供も行います。返
戻レセプトは８月以降、データ配信のみとなります。１０月以降は各種帳票も紙面による送付を廃止

（一部の帳票を除く）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

○オンライン請求されたレセプトの返戻は、請求月の翌月 5日にオンライン請求システムへ 

返戻ファイルを配信します。返戻レセプトの再請求は、返戻ファイルを使用してオンライン請 

求してください。なお、総括票の提出は不要です。 

  

○資格過誤、再審査による返戻レセプトは、従来どおり紙での請求となりますので、総括票 

の提出が必要です。 

なお、オンライン請求の届出の有無に関わらず、紙で請求されたレセプトに係る帳票（増 

減点・返戻通知書等）は紙面で送付いたします。 

  

○レセプトの取り下げ依頼については、従来どおり紙様式での提出となります。 
 

○帳票の配信日は帳票の種類別に毎月５日、１５日となります。 
 

※返戻レセプト、各種帳票のダウンロード方法については裏面をご確認ください。 

※配信される帳票の種類、公開月、配信日、帳票の概要については本会 HPにてご確認ください。 

ｈｔｔｐｓ：//www.shigakokuho.ｏｒ.ｊｐ/ 

※配信されたファイルはそれぞれのステーションごとに付与されたユーザ IDとパスワードを使っ 

てご覧になれます。 

 

 

 → 

○返戻レセプト・各種帳票のオンライン配信に伴い、医療機関等各位へのお知らせ等、紙面 

での送付は廃止いたします。 

令和６年１０月以降は、オンライン請求システムの「お知らせ」欄および本会 HPに掲載 

いたしますので、定期的にご確認くださいますようお願いします。 

  

○オンライン請求の届出をされているステーションへの療養費支払は８月（７月請求分） 

から支払日が毎月２0日（※）に早期化されます。 
       ※20日が土、日、祝日の場合を除く。 

ご不明な点があれば、滋賀県国保連合会審査課 077-522-4382 までお問い合わせください。 

オンライン請求システムを利用されている訪問看護ステーションのみなさまへ 

返戻レセプト・各種帳票について 

その他 



 


